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衆
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枝
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独
立
行
政
法
人
国
民
生
活
セ
ン
タ
ー
（
以
下
「
セ
ン
タ
ー
」
と
い
う
。
）
は
、
独
立
行
政
法
人
国
民
生
活
セ
ン
タ
ー
法
（
平

成
十
四
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
、「
国
民
生
活
の
安
定
及
び
向
上
に
寄
与
す
る
」
こ
と
を
目
的
と
し
、

情
報
力
や
交
渉
力
に
お
い
て
事
業
者
と
格
差
の
あ
る
消
費
者
の
利
益
の
擁
護
及
び
増
進
を
図
る
機
関
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て

い
る
。
お
尋
ね
の
独
立
行
政
法
人
国
民
生
活
セ
ン
タ
ー
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
よ
る
改
正
後
の
独
立
行
政
法
人
国
民

生
活
セ
ン
タ
ー
法
（
以
下
「
新
法
」
と
い
う
。
）
第
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
紛
争
解
決
委
員
会
も
、
セ
ン
タ
ー
に
置
か
れ

る
機
関
と
し
て
、
新
法
第
一
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
重
要
消
費
者
紛
争
の
解
決
を
通
じ
て
、
情
報
力
や
交
渉
力
に
お
い
て

事
業
者
と
格
差
の
あ
る
消
費
者
の
利
益
の
擁
護
及
び
増
進
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
こ
と
に
違
い
は
な
い
。

そ
こ
で
、
新
法
第
十
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
重
要
消
費
者
紛
争
解
決
手
続
を
実
施
す
る
新
法
第
二
十
条
第
一
項
に
規
定
す

る
仲
介
委
員
（
以
下
単
に
「
仲
介
委
員
」
と
い
う
。
）
及
び
新
法
第
三
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
仲
裁
委
員
（
以
下
単
に
「
仲

裁
委
員
」
と
い
う
。
）
は
、
そ
の
職
務
を
行
う
に
当
た
っ
て
、
消
費
者
と
事
業
者
の
情
報
力
や
交
渉
力
に
格
差
が
あ
る
こ
と
を

踏
ま
え
つ
つ
、
必
要
に
応
じ
て
、
消
費
者
の
た
め
に
積
極
的
に
後
見
的
役
割
を
果
た
す
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
る
も
の
と
い
え

る
。
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そ
し
て
、
新
法
第
二
十
条
第
四
項
及
び
第
三
十
条
第
五
項
に
い
う
「
中
立
か
つ
公
正
な
立
場
に
お
い
て
」
と
は
、
指
名
さ
れ

た
仲
介
委
員
及
び
仲
裁
委
員
が
い
か
な
る
出
身
又
は
経
歴
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
法
と
事
実
に
基
づ
い
て
手
続
を
実
施
す
べ
き

で
あ
る
と
い
う
趣
旨
で
あ
り
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
事
業
者
が
和
解
や
仲
裁
に
応
じ
る
こ
と
も
考
え
難
い
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、

こ
れ
ら
の
規
定
は
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
仲
介
委
員
及
び
仲
裁
委
員
が
、
必
要
に
応
じ
て
、
消
費
者
の
た
め
に
積
極
的
に
後

見
的
役
割
を
果
た
す
こ
と
が
前
提
と
な
っ
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
仲
介
委
員
及
び
仲
裁
委
員
が
「
中
立
か
つ
公
正
な
立
場
に
お
い
て
」
そ
の
職
務
を
行
う
こ
と
は
、
消
費
者
の

利
益
の
擁
護
及
び
増
進
を
図
る
機
関
と
し
て
の
セ
ン
タ
ー
の
趣
旨
に
反
す
る
も
の
で
は
な
い
。

二


